
 
議案第９０号 

 

 瑞穂町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例等の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和７年１２月１日 

 

            提出者  瑞穂町長   山 﨑  栄 

 

 

（提案理由） 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９

号）、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年

厚生労働省令第６１号）及び放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）の改正に伴い、

条例を改正する必要があるので、本案を提出する。 

 

 

   瑞穂町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

 

（瑞穂町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 瑞穂町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例（平成２６年条例第９号）の一部を次

のように改正する。 

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項 

 

 

 



 
各号（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員

にあっては、認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園で

ある特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第２８条

第２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各

号）」に改める。 

（瑞穂町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第２条 瑞穂町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２６年条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項

各号」に改める。 

第１７条第２項中「児童相談所等における乳児又は幼児（以下

「乳幼児」という。）の利用開始前の健康診断」を「次の表の左欄

に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第

１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同

表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）」

に、「当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の」を「当該

健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる」に、「、利用開始時の」

を「、同欄に掲げる」に、「児童相談所等における乳幼児の利用開

始前の健康診断」を「それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等」

に改め、同項に次の表を加える。 

児童相談所等における乳児又は

幼児（以下「乳幼児」という。）

の利用開始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時

の健康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時

の健康診断、定期の健康診断又

は臨時の健康診断 

（瑞穂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第３条 瑞穂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 



 
第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項

各号」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



-1- 

第1条による改正 

瑞穂町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例  

新旧対照表 

新 旧 

目次 略 目次 略 

  

第1章 略 第1章 略 

   第2章 略    第2章 略 

第1節 略 第1節 略 

第2節 運営に関する基準 第2節 運営に関する基準 

第5条から第24条 略 第5条から第24条 略 

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止) 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第3

3条の10第1項各号(幼保連携型認定こども

園である特定教育・保育施設の職員にあっ

ては、認定こども園法第27条の2第1項各号、

幼稚園である特定教育・保育施設の職員に

あっては、学校教育法第28条第2項において

準用する認定こども園法第27条の2第1項各

号)に掲げる行為その他当該教育・保育給付

認定子どもの心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない。 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第3

3条の10各号                           

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

   に掲げる行為その他当該教育・保育給付

認定子どもの心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない。 

第26条から第34条 略 第26条から第34条 略 

第3節 略 第3節 略 

第3章及び第4章 略 第3章及び第4章 略 

  

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第2条による改正 

瑞穂町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 略 目次 略 

  

第1章 総則 第1章 総則 

第1条から第11条 略 第1条から第11条 略 

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止) 

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用

乳幼児に対し、法第33条の10第1項各号に掲

げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。 

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用

乳幼児に対し、法第33条の10各号     に掲

げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。 

第13条から第16条 略 第13条から第16条 略 

(利用乳幼児及び職員の健康診断) (利用乳幼児及び職員の健康診断) 

第17条 略 第17条 略 

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかか

わらず、次の表の左欄に掲げる健康診断又

は健康診査(母子保健法(昭和40年法律第14

1号)第12条又は第13条に規定する健康診査

をいう。同表において同じ。)(以下この項

において「健康診断等」という。)が行われ

た場合であって、当該健康診断等がそれぞ

れ同表の右欄に掲げる  健康診断の全部又

は一部に相当すると認められるときは、同

欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わ

ないことができる。この場合において、家

庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄

に掲げる健康診断等            の結果を

把握しなければならない。 

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかか

わらず、児童相談所等における乳児又は幼

児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前

の健康診断                            

                                      

                              が行われ

た場合であって、当該健康診断が利用乳幼

児に対する利用開始時の健康診断の全部又

は一部に相当すると認められるときは、利

用開始時の健康診断の全部又は一部を行わ

ないことができる。この場合において、家

庭的保育事業者等は、児童相談所等におけ

る乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を

把握しなければならない。 

児童相談所等にお

ける乳児又は幼児

(以下「乳幼児」と

いう。)の利用開始

前の健康診断 

利用乳幼児に対する

利用開始時の健康診

断 

乳幼児に対する健 利用乳幼児に対する
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康診査 利用開始時の健康診

断、定期の健康診断

又は臨時の健康診断 
 

3及び4 略 3及び4 略 

第18条から第21条 略 第18条から第21条 略 

第2章から第6章 略 第2章から第6章 略 

  

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第3条による改正 

瑞穂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条から第11条 略 第1条から第11条 略 

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止) 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員

は、利用者に対し、法第33条の10第1項各号

に掲げる行為その他当該利用者の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員

は、利用者に対し、法第33条の10各号     

に掲げる行為その他当該利用者の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。 

第12条の2から第21条 略 第12条の2から第21条 略 

  

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 


